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「千葉県動物愛護管理条例（仮称）」骨子案に関する意見募集について 
 

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 １ 日 
千葉県健康福祉部衛生指導課 
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近年のペットブーム及び核家族化などを背景に、県民の動物に対する関心は高ま

っており、人と動物とは密接な関係になってきています。 
その一方で、飼い主が飼いきれずに県が引き取る犬猫の頭数が多いことや猫を

屋外に出すことによる問題、多数の犬猫を飼うことによる問題、動物による人への

危害などの問題が発生しています。 
このような状況から、動物愛護の精神を醸成し、人と動物の共生する社会の実現

を図るため、条例の制定に向けて検討を行ってまいりました。 
この度、「千葉県動物愛護管理条例（仮称）」の骨子案を取りまとめましたので、

この骨子案について、県民の皆様から広く御意見を伺うため、パブリックコメント

を行います。 
今後は、パブリックコメントでの意見などを踏まえたうえで、条例案を作成し、

県議会に御提案することとしています。 
 
１ パブリックコメントの実施 
（１）意見募集についての公表資料 
   「千葉県動物愛護管理条例（仮称）」骨子案（別添参照） 

（２）意見募集期間 
平成２６年５月１日（木曜日）から平成２６年５月３１日（土曜日）まで 

（３）公表資料の閲覧方法 
ア 千葉県ホームページ 
イ 県の窓口での閲覧 
（ア）県政情報コーナー（県庁本庁舎２階） 
（イ）各地域振興事務所 
（ウ）千葉県文書館行政資料室 
（エ）各健康福祉センター（保健所）及び動物愛護センター 
（オ）健康福祉部衛生指導課（県庁本庁舎１１階） 

（４）意見の提出先 
健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班 

（５）意見の提出方法 
ア 電子メール（電子メールアドレス eisi3@mz.pref.chiba.lg.jp） 
イ 郵送（〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号） 
ウ ファックス（FAX 番号 043-227-2713） 
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２ 「千葉県動物愛護管理条例（仮称）」骨子案の概要 

（１）対象となる動物 

動物の愛護及び管理に関する法律（以下、「動物愛護管理法」という。）第４４

条第４項に規定する愛護動物 

（２）県・県民・飼い主などの責務 

ア 県は、市町村・関係団体と連携し、動物の愛護及び管理に関する施策を総合

的かつ計画的に実施する。 

イ 県民は、動物の愛護と適正な取扱いに関し理解を深め、県の施策に協力する

よう努めなければならない。 

ウ 動物の飼い主は、動物が周辺の生活環境に及ぼす影響を考慮し、人と動物と

が共生できる環境づくりに努めなければならない。また、やむを得ず飼い続け

ることが困難となったときには、その動物を適正に飼養・保管することができ

る者に譲渡するよう努めなければならない。 

エ 動物の飼い主になろうとする者は、飼養及び保管の方法などの知識を習得す

るとともに、動物の種類、習性などを考慮して適当な動物を取得するよう努め

なければならない。 

（３）県が推進する施策 

ア 学校に対し、動物の適正な取扱方法について情報提供するなどの支援を行う。 

イ 関係団体と連携し、大規模な災害の発生に備えて、被災した動物の救護体制

の整備などを行う。 

ウ 所有者明示のために動物に装着するマイクロチップの普及を図る。 

エ 収容する動物について、可能な限り殺処分を行わないようにするため、収容

数を減少させる取組や所有者への返還及び適正飼養できる者への譲渡を推進

するよう努める。 

（４）動物の飼い主が遵守すべき基本的事項 

ア 動物の飼い主の遵守事項 

（ア）動物の種類・発育状況に応じて、適正に餌・水を与えること。 

（イ）動物の健康を保持するために必要な措置を講ずること。 

（ウ）動物の数を、適切な管理が可能となる範囲内とすること。 

（エ）動物が逸走した際にその動物を自ら捜索し、収容すること。 

（オ）災害時の避難に必要な準備をするとともに、災害発生時は、速やかに動物

を保護し、可能な限り同行避難をするよう努めること。等 

イ 犬の飼い主の遵守事項 

  犬の散歩などをする際にふんを回収するための用具を携行すること。等 

ウ 猫の屋内飼養の努力義務 

 猫の飼い主は、屋内での飼養・保管により、猫の健康・安全への配慮及び周

囲の生活環境保持に努めなければならない。 
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（５）動物による危害等の防止 

ア 逸走時の措置 

特定動物（※）の飼い主等は、特定動物が逸走したときは、直ちに、県に通

報しなければならない。（通報義務に違反した場合は、罰則を科す。） 

また、飼い主等は、捕獲などの危害防止の措置をとらなければならない。 

   （※特定動物：人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として

政令で定める動物（動物愛護管理法第２６条）） 

イ 事故発生時の措置 

  （ア）特定動物・犬の飼い主等は、特定動物・犬が他人に危害を加えたときは、

適切な応急措置・再発防止措置をとらなければならない。また、飼い主等は、

その事故後直ちに、県に届け出なければならない。（届出義務に違反した場

合は、罰則を科す。） 

  （イ）犬の飼い主等は、犬が人をかんだときは、狂犬病にかかった疑いの有無を

確認するため、その犬について、直ちに獣医師の検診を受けさせ、その結果

を県に報告しなければならない。（受診義務に違反した場合は、罰則を科す。） 

ウ 犬の係留等の義務 

犬の飼い主等は、犬が他人に危害を加えないように係留又は抑留しておかな

ければならない。（係留又は抑留義務に違反した場合は、罰則を科す。） 

エ 犬の事故防止のための措置命令 

    県は、事故が発生し、又は事故が発生するおそれがあるときは、犬の飼い主

等に対し、事故防止のための措置を命ずることができる。また、県への引渡し

を命ずることができる。（命令に違反した場合は、罰則を科す。） 

オ 多頭飼養の届出 

 犬・猫の飼い主等は、合わせて１０頭以上の犬・猫を飼養・保管をしたとき

は、飼養施設ごとに、届け出なければならない。（届出義務に違反した場合は、

罰則を科す。） 

カ 報告徴収と立入検査 

 県は、この条例の規制に関して必要な限度において、動物の飼い主等に対し、

報告徴収や立入検査ができる。（報告及び立入の拒否や虚偽の報告等をした場

合は、罰則を科す。） 

（６）動物愛護管理員の設置 

県は、動物愛護管理法に基づく動物愛護担当職員として、動物愛護管理員を置

く。 

（７）適用範囲 

千葉市・船橋市・柏市の区域においては、適用しない。 
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千葉県動物愛護管理条例（仮称）骨子案の概要

○動物愛護管理法第44条第4項の愛護動物 

 ・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる 

 ・人が占有している動物（ほ乳類、鳥類、は虫類） 

県の責務 

○市町村・関係団体と連携して動物 

 愛護管理に関する施策を総合的、 

 計画的に実施 

県民の責務 

○動物の愛護・適正な取扱いに関し 

 理解を深め、動物愛護法及び条例 

 の規定に基づき県が行う施策に協 

 力するよう努める 

飼い主などの責務 

・周辺の生活環境の保全に努める 

・やむを得ない場合、適正に飼養・ 

 保管可能な者への譲渡に努める 

・飼い主になろうとする者は必要な 

 知識の習得、適当な動物を取得す 

 るよう努める 

県・県民・飼い主などの責務 

対象となる動物 

県が推進する施策 

学校等での教育の支援 

○学校に対し動物の適正な取扱 

 方法について必要な情報提供 

 するなど 

被災動物の救護体制の整備 

○関係団体と連携し大規模災害 

 の発生に備えて動物救護体制 

 を整備 

マイクロチップの普及推進 

○所有者明示のため動物に装着するマイクロチップの普及を図る 

収容動物を減少させる取組等 

・危害防止に支障ない範囲で、 

 収容数を減少させる取組 

・所有者への返還 

・適正に飼養保管できる者への 

 譲渡 

動物の飼い主が遵守すべき基本的事項 

動物の飼い主の遵守事項 

・動物の健康を保持するために必要な措置を講ずる 

・動物が公共の場所などを損壊・汚損しないようにする 

・動物の数を適切な管理が可能となる範囲内とする 

・動物が逸走した際にその動物を自ら捜索、収容する 

・危険な動物を飼養保管する場合は、事故防止の措置を講ずる 

・災害発生時には速やかに動物を保護し、同行避難に努める 

 など 

犬の飼い主の遵守事項 

・犬がいる旨の表示をしておく 

・適切なしつけを行う 

・散歩など際にふんを回収する用具を携行する 

猫の屋内飼養の努力義務 

・猫の飼い主は屋内での飼養・保管により猫の健康 

 安全への配慮、生活環境の保持に努める 

動物による危害等の防止 

逸走時の措置 
・特定動物逸走時の通報義務 

・捕獲等の必要な措置 

事故発生時の措置 

・犬や特定動物が人をかむな 

 どの事故を起こした場合の 

 飼養者の届出義務等 

・犬が人をかんだ時、直ちに 

 獣医師の検診を受け、狂犬 

 病の疑いの有無を報告 

犬の係留等の義務 
○他人に危害を与えないよう 

 に係留・抑留をしておく 

犬の事故防止のための措置命令 

○事故が発生し、又は発生するおそれ 

   があるときは、犬の飼い主等に事故 

 防止のための措置を命令 

犬に関する禁止行為 

 何人も係留・抑留を解くことの禁止 

 何人も措置を解くことの禁止 多頭飼養の届出義務 

○犬、猫を合わせて１０頭以 

 上を飼養・保管をしたとき 

 は、飼養施設ごとに届出 

野犬等の収容等 

・指定した職員に野犬等を収容させることができる  

・追跡中の野犬等を捕獲するために立ち入ることができる 

報告徴収と立入検査 

○動物の飼い主等への報告徴収、立入検査 

そ の 他 

動物愛護管理員の設置 

○動物愛護管理法に基づく動物愛護担当 

 職員として動物愛護管理員を置く 

動物を収容した際の手続 
・動物愛護管理法や条例に基づき動物を 

 収容したときは公示を行う 

・公示期間後に所有者が引き取らないと 

 きなどは処分することができる 

適用範囲 

○千葉市、船橋市、柏市の区域には 

 適用しない 
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千葉県動物愛護管理条例（仮称）骨子案 
 

 

Ⅰ．対象となる動物 

動物愛護管理法（※１）第４４条第４項に規定する愛護動物 

 

Ⅱ．県・県民・飼い主などの責務 

 １，県の責務 

県は、市町村・関係団体と連携をして、動物の愛護及び管理に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するものとします。 

 

 ２，県民の責務 

県民は、動物の愛護と適正な取扱いに関し理解を深めるとともに、動物愛護管理

法及びこの条例の規定に基づき県が行う施策に協力するよう努めなければならな

いこととします。 

 

 ３，飼い主などの責務 

  (1)  動物の飼い主は、動物が周辺の生活環境に及ぼす影響を考慮し、周辺住民の

理解を得られるよう心がけるとともに、人と動物とが共生できる環境づくりに

努めなければならないこととします。 

  (2) 動物の飼い主は、やむを得ず飼い続けることが困難となったときには、その

動物を適正に飼養・保管をすることができる者に譲渡するよう努めなければな

らないこととします。 

  (3) 動物の飼い主になろうとする者は、飼養・保管の方法などの知識を習得する

とともに、動物の種類、習性などを考慮して適当な動物を取得するよう努めな

ければならないこととします。 

 

Ⅲ．県が推進する施策 

 １，学校等での教育の支援 

県は、学校に対し、動物の適正な取扱方法について、必要な情報提供をするなど

の支援を行うものとします。 

 

 ２，被災動物の救護体制の整備 

県は、関係団体と連携をして、大規模な災害の発生に備えて、被災した動物の 

救護体制の整備などを行うものとします。 

 

 ３，マイクロチップの普及の推進 

県は、所有者明示のために動物に装着するマイクロチップの普及を図るものとし

ます。 
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 ４，収容動物を減少させる取組等 

県は、収容する動物について、可能な限り殺処分を行わないようにするため、 

次のようなことを推進するよう努めるものとします。 

  (1) 危害防止に支障のない範囲で収容数を減少させる取組 

  (2) 所有者への返還 

  (3) 適正に飼養・保管することができる者への譲渡 

 

Ⅳ．動物の飼い主が遵守すべき基本的事項 

 １，動物の飼い主の遵守事項 

動物の飼い主は、その飼養・保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、次の

ような事項を遵守しなければならないこととします。 

  (1) 動物の種類・発育状況に応じて、適正に餌・水を与えること。 

  (2) 動物の健康を保持するために必要な措置を講ずること。 

  (3) 必要に応じて、適正な飼養・保管のための施設を設けること。 

  (4) 動物のふん尿などの適正な処理を行い、常に清潔にしておくこと。 

  (5) 動物が、公共の場所などを損壊・汚損をしないようにすること。 

  (6) 動物の数を、適切な管理が可能となる範囲内とすること。 

  (7) 輸送の際に動物の健康・安全の確保や事故防止の措置などを行うこと。 

  (8) 動物が逸走した際にその動物を自ら捜索し、収容すること。 

  (9) 危険な動物の飼養・保管をする場合は、事故防止の措置を講じること。 

  (10) 災害時の避難に必要な準備をするとともに、災害の発生時は、自己又は他人   

        の生命・身体の安全の確保に支障を生じない限度で、速やかに動物を保護し、 

可能な限り同行避難をするように努めること。 

 

 ２，犬の飼い主の遵守事項 

１のほか、犬の飼い主は、次のような事項を遵守しなければならないこととし 

ます。 

  (1) 犬がいる旨の表示をしておくこと。 

  (2) 適切なしつけを行うこと。 

  (3) 犬の散歩などをする際にふんを回収するための用具を携行すること。 

 

 ３，猫の屋内飼養の努力義務 

１のほか、猫の飼い主は、屋内での飼養・保管により、猫の健康・安全への配慮・

周囲の生活環境保持に努めなければならないこととします。 
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Ⅴ．動物による危害等の防止 

 １，逸走時の措置 

  (1) 特定動物(※２)の飼い主等は、特定動物が逸走したときは、直ちに、県に 

通報しなければならないこととします。 

  (2)  (1)の場合において、飼い主等は、捕獲などの危害防止の措置をとらなけれ

ばならないこととします。 

 →  (1)の通報義務に違反した場合は、罰則を科すこととします。 

 

 ２，事故発生時の措置 

  (1) 特定動物・犬の飼い主等は、特定動物・犬が他人に危害を加えたときは、 

適切な応急措置・再発防止措置をとらなければならないこととします。 

  (2) (1)の場合において、飼い主等は、その事故後直ちに、県に届け出なければ 

ならないこととします。 

  (3) 犬の飼い主等は、犬が人をかんだときは、狂犬病にかかった疑いの有無を 

確認するため、その犬について、直ちに獣医師の検診を受けさせ、その結果を

県に報告しなければならないこととします。 

   → (2)の届出義務・(3)の受診義務に違反した場合は、罰則を科すこととします。 

 

 ３，犬の係留等の義務 

犬の飼い主等は、原則として、犬が他人に危害を加えないように係留・抑留をし

ておかなければならないこととします。 

→ 係留・抑留義務に違反した場合は、罰則を科すこととします。 

 

 ４，犬の事故防止のための措置命令 

   県は、事故が発生し、又は事故が発生するおそれがあるときは、犬の飼い主等

に対し、事故防止のための措置を命ずることができることとします。 

また、上記命令のほか、県への引渡しを命ずることができることとします。 

→ 命令に違反した場合は、罰則を科すこととします。 

 

５，犬に関する禁止行為 

何人も、３による犬の係留・抑留を解くことや４の措置命令による犬の措置を 

解いてはならないこととします。 

   → 禁止された行為をした場合は、罰則を科すこととします。 

 

６，野犬等の収容等 

県は、あらかじめ指定した職員に野犬等（飼い主等のいない犬・係留されていな
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い犬）を収容させることができることとします。 

上記の職員は、収容のためやむを得ないときは、野犬等がいる私有地など（住居

を除きます。）に立ち入ることができることとします。 

また、県は、危害防止のため緊急の必要があるときは、薬物を使用して野犬等を

掃とうすることができることとします。 

 

７，多頭飼養の届出 

犬・猫の飼い主等は、合わせて１０頭以上の犬・猫を飼養・保管をしたときは、

飼養施設ごとに、届け出なければならないこととします。 

→ 届出義務に違反した場合は、罰則を科すこととします。 

 

８，報告徴収と立入検査 

県は、Ⅴの規制に関して必要な限度において、動物の飼い主等に対し、報告徴収

や立入検査をできることとします。 

→ 報告・立入の拒否や虚偽の報告等をした場合は、罰則を科すこととします。 

 

Ⅵ．その他 

１，動物愛護管理員の設置 

県は、動物愛護管理法に基づく動物愛護担当職員として、動物愛護管理員を置く 

こととします。 

 

２，動物を収容した際の手続 

県は、動物愛護管理法や条例に基づいて動物を収容したときは、原則として、 

所有者への通知やインターネットなどによる公示を行い、通知・公示期間後に所有者

が、その動物を引き取らないときや特段の申出をしないときは、これを処分すること

ができることとします。 

 

３，適用範囲 

千葉市・船橋市・柏市の区域においては、適用しないこととします。 

 

※１ 動物愛護管理法：動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号） 

※２ 特定動物：人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める 

動物（動物愛護管理法第 26 条） 
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千葉県動物愛護管理条例（仮称）のチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的【１条】 

≪手段≫   動愛法を補完 

動物愛護の精神の醸成、 

動物による県民の生命・身体・財産への危害や周辺生活環境への支障を防止 

≪究極目的≫ 県民と動物の共生する社会の実現に寄与 

 

定義【２条】 

○ 動物 

○ 特定動物 

○  

県の責務 

○ 市町村・関係団体と連携して動物

愛護管理推進計画に基づいた施

策の実施に努める 

県民の責務 

○ 動物の愛護・適正な取扱いに関し理解を

深め、動物愛護法及び条例の規定に基づき

県が行う施策に協力するよう努める 

飼い主（所有者・占有者）の責務 

・周辺の生活環境の保全に努める 

・やむを得ない場合、適正に飼養・保管可能な者

への譲渡に努める 

・動物の習性等の知識を習得＆周辺の生活環境へ

の影響等を考慮し、適当な動物の取得に努める 

 

措置命令 

○ 事故発生、又は事故発生のおそれ 

 

口輪･係留･抑留等の措置命令 

      ↓ 上記命令では不十分なとき 

     知事への引渡命令 

犬に関する禁止 

○ 何人も；係留・抑留を解くことの禁止 ○ 何人も；措置を解くことの禁止 

野犬等の収容 

指定職員による野犬等の収容 

○ 追跡中の野犬等を捕獲するための立入（人の住居を除く） 

薬物等による野犬等の掃とう 

○ 緊急時、薬物による野犬等の掃とう 

○ 住民への周知等については規則委任 

 

立入検査  

○ 知事の指定職員による質問 

○ 証票の提示   

附則 ○ 施行期日 ○ 犬取条例の廃止 ○ 経過措置 ○ 使手条例改正 

県・県民・飼い主等の責務 

逸走時の措置 

○ 特定動物逸走時の知事への

通報義務 

○ 捕獲等の必要な措置 

犬の係留の義務 

○ 飼養者…飼い犬の係留又は抑留の義務 

（警察犬等の場合を除く） 

事故発生時の措置 

○ 犬や特定動物が人をかむなどの事故を起こ

した場合の飼養者の届出義務等 

多頭飼養の届出義務 

○ 犬・猫の多頭飼養をしている飼養者の届出義務 

罰則   

その他 

動物愛護管理員 引取り等した動物にかかる公示 費用の負担 適用除外 委任 

猫の所有者等の責務 

○ 屋内飼養 

動物の愛護・管理に関する県の施策 

学校等での教育の支援 

○ 児童等が、動物の生命を尊び・慈

しむ心を養うため、学校等に対し、

動物の適正な取扱いの方法等につ

いて、必要な支援 

被災動物の救護体制の整備 

○ 関係団体と連携して、大規模な

災害の発生に備えて、被災した

動物の救護体制整備等 

マイクロチップの普及の推進 

○ 所有者明示のため、マイクロチップの装着に関する知識・マイクロチップ

の普及 

収容動物を減少させる取組 

○ ≪目的≫ 

可能な限り殺処分を行わないようにする 

≪手段≫ 

①適正飼養に関する普及啓発によって危

害防止に支障のない範囲で収容数の減少

を図り、返還する取組を推進 

②処分に当たっては適正に飼養・保管可

能な者への譲渡に努める 

所有者等が遵守すべき基本的事項 

動物の所有者等の遵守事項 

≪家庭動物告示の各項目より≫ 

○例  

・健康状態を日常的に確認し、必要に応じて獣医師による診察を受けさせる 

・種類、生態等を考慮した飼養・保管のための施設の設置 

・ふん尿、毛等の適正な処理 

・飼養・保管する動物の数を適切な管理が可能な範囲内とし、必要に応じ繁殖制限措置 

・逸走時は自ら捜索・収容 

・特定動物等を飼う場合は、事故防止のための必要な措置 

・災害時は、自己・他人の生命・身体の安全確保に支障ない限度で、可能な限り同行避難 

犬の所有者等の遵守事項 

・犬のいる旨を表示 

・適切なしつけ 

・犬の散歩などするとき、汚物の

処理の用に供する器具を携行 

動物の人の生命・身体・財産への危害等の防止 

報告の徴収 

○ 知事は、飼養者に対し、動物の飼養・保

管に関し報告をさせることができる 

実効性の確保 

【
手
段
１
】 

 

動
物
愛
護
の
精
神
の
醸
成
と
適
正
な
管
理
の
普
及
の
推
進 

【
手
段
２
】 

動
物
に
よ
る
危
害
・
周
辺
へ
の
迷
惑
の
防
止
の
た
め
の
規
制 
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